
令和３年度 大分地方最低賃金審議会専門部会 

 

 

１ 日時  令和３年７月 13日（火）午後１時 30分～ 

 

２ 場所  大分第２ソフィアプラザビル ４階会議室 

（大分市東春日町 17番 20号） 

 

３ 出席委員（敬称略） 

公 益 代表：井田 雅貴、清水 立茂、松隈 久昭 

労働者代表：石本 健二、稲福 史、鹿嶋 秀和 

使用者代表：飯田 聡一、中島 英司、藤野 久信 

大分労働局：幡手 賃金室長、柳井 賃金主任 

 

４ 議  題  

（１）委員の任命について 

（２）部会長・同代理の選出について 

（３）大分地方最低賃金審議会大分県最低賃金専門部会運営規程について 

（４）今後の審議の進め方について 

（５）その他 

 

５ 議事要旨 

（１）事務局から委員の任命及び任期についての説明を行った。 

（２）部会長・同代理の選出について、部会長に清水委員、部会長代理に井 

田委員と松隈委員が選出された。 

（３）大分地方最低賃金審議会大分県最低賃金専門部会運営規程について 

事務局から運営規定（案）の説明を行い、原案のとおりとすることが

決定された。 

（４）今後の審議の進め方について 

  今後のスケジュールについて、以下のとおり確認した。 

７月 21日（水）午後１時 30分  参考人意見聴取 

８月 ２日（月）午後１時 30分  目安伝達 

８月 ２日（月）目安伝達終了後 金額審議 

８月 ４日 (水) 午前 10時    金額審議 

８月 ５日 (木) 午前 10時    金額審議 



８月 ５日(木) 午後３時 30分   本審(答申) 

なお、事業場実地視察は中止、参考人意見聴取は、労側は意見書の提出

があった労働団体から２団体、使側はビルメンテナンス業関連団体を対象

に行うこととなった。 

（５）その他 

  地方自治法第 99条に基づき、大分市、国東市、臼杵市、豊後大野市の各市

議会から大分県最低賃金の改正等に関する意見書が提出された。 

 


